
平成18年９月橋本市議会定例会会議録（第５号）の７ 

平成18年９月14日（木） 

                                           

 日程第66 議案第18号 物品購入契約の締

結ついて から、日程第68 議案第20号 

伊都郡町村及び橋本市老人福祉施設事務組

合規約の変更に関する協議について まで

の３件 

○議長（上田順康君）日程第66 議案第18号

物品購入契約の締結について から、日程

第68 議案第20号 伊都郡町村及び橋本市老

人福祉施設事務組合規約の変更に関する協議

について までの３件を一括議題といたしま

す。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）ただ今上程されました

追加議案について、ご説明を申し上げます。 

 議案第18号は、物品購入契約の締結につい

てであります。 

 災害対応特殊消防自動車（ＣＤ－１型）購

入のため指名競争入札を執行しましたところ、

有限会社北浦自動車整備が落札しましたので、

購入契約を締結するにあたり、議会の議決を

求めるものであります。 

 議案第19号につきましては、平成16年12月

３日に発生した交通事故において、橋本市訪

問看護ステーション職員に物損・人身ともに

８割の過失があり、被害者に対する損害賠償

の義務が生じたため、議会の議決を求めるも

のであります。 

 議案第20号は、伊都郡町村及び橋本市老人

福祉施設事務組合規約の変更に関する協議に

ついてであります。これは、老人福祉法等改

正により、従来規定されている事務に加え、

平成18年10月１日より養護老人ホーム国城寮

で特定施設入居者生活介護事業及び訪問介護

事業、並びに指定介護予防サービス事業につ

いても実施することになりました。これに伴

い、組合規約を変更するものであります。 

 以上、議案３件についてご説明を申し上げ

ました。議員各位には、よろしくご審議の上、

ご賛同賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（上田順康君）市長の説明が終わりま

した。 

 これより、議案第18号について質疑を行い

ます。 

 質疑ありませんか。 

 31番 金山君。 

○31番（金山高弘君）結構な災害の車を買っ

てくれるのはありがたいんですけども、どこ

へ配備されるか、ちょっとお聞きしたいと思

います。 

○議長（上田順康君）消防本部次長。 

○消防本部次長（大西洋二君）この議案18号

の災害対応の特殊消防ポンプ自動車ですけれ

ども、消防本部に配置します。 

 以上です。 

○議長（上田順康君）14番 中西峰雄君。 

○14番（中西峰雄君）こういう特殊車両は、

前々から地元の自動車屋さんといいますか、

入札メンバーに入れられて入札をしとるんで

すけれども、私から見ますと、あえて入札の

形をとらないかんということで、そういう形

をしとるんじゃないかなというふうに思えて

ならないんです。特殊車両を地元の車屋さん

でつくれるはずもないし、代理店で買うんで

すけども、こういう契約というのはメーカー

入札か、あるいは随意契約というのが普通で

はなかろうかなというふうに思います。地財

法との絡みもあるのかもしれませんけれど、

形式的な入札で終わってしまうので、なぜメ
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ーカー入札ができないのか。あるいは、なぜ

メーカーさんとの随意契約にならないのかと

いうことをお尋ねいたします。 

○議長（上田順康君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）お答えさせていた

だきます。 

 確かに、消防車両関係、はしご車から始ま

りまして救急車等々、俗に言われております

特殊車両でございます。確かに議員ご指摘の

とおり、公用車の購入についてはメーカーと

いうことになりますと、ご質問の趣旨も理解

はさせてはいただいておるんですが、そうな

りますと、通常我々乗っております公用車に

つきましても各メーカーがございます。そう

したメーカーも、極端な議論をすれば、直接

大手メーカー、株式会社から購入すればいい

という意見も出てくるかと思うわけですが、

今現在、管財としましては、やはり事が何か

ありますと、今までの実績から申し上げます

と、市内の業者ですと、確かに直接市内の整

備会社の工場の方々が整備できるかというこ

とにつきましては問題点もあろうかと思いま

すが、現在までのところ、あとのアフターサ

ービスといいますか、修理・点検等につきま

しては敏速に対応していただいておりまして、

各大手メーカーとの対応をしていただいてお

るということもございますし、そういう利便

性も確かにございます。また、市内業者、地

元業者の育成ということで、国のほうでも通

商産業省あたりでは中小企業の育成、受注機

会の増大というような通達も出されておると

いう関係もございますので、議員ご質問の意

思も十分理解できるわけでございますけれど

も、今現在は、やはり市内業者でお願いをし

ていきたいというふうに考えております。 

○議長（上田順康君）14番 中西峰雄君。 

○14番（中西峰雄君）お話は、それは１つの

考え方として理解できないわけではないんで

すけどね。普通の公用車、乗用車であればデ

ィーラーとか町の自動車屋さんから買って、

あとメンテナンス等もそこに頼むというのが

普通の形だと思うんですよね。ところが、こ

ういう消防車というものをつくれるところと

いうのは、本当に数社、限定されていますし

ね。そのアフターメンテナンスにつきまして

も、市内の業者さんではどう見ても無理です

わな。そういうものを、あえて市内業者さん

育成という目的で出すのは、要するに能力が

ないわけでしょう、ここは。普通、車を買う

ときは、あとアフターサービスも含めて信頼

して買うわけでしょう。やはり、あとも任せ

られるということから言うと、メーカー入札

でもええんじゃないかと。メーカー入札がで

きないんですか、できるんですか。 

 ２回しかできませんから、あれですけど。

今、今後そういう方針でいきたいという答弁

をいただいてますから、とりあえずメーカー

入札できるのか、できないのかということだ

けお答えをいただいて、その方針はお聞きし

ましたので、今後、こういう特殊車両の購入

についてはメーカー入札ということも、もっ

ともっと検討いただきたいということを希望

いたします。 

○議長（上田順康君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）ここ 近は、先ほ

どご答弁させていただきましたように市内業

者の窓口で指名入札をさせていただいており

ます関係で、私は直接メーカー入札ができる

かということで、ちょっと確認はしておらな

いわけでございますけれども、当然大手から

することは可能かと考えております。 

○議長（上田順康君）24番 上久保君。 

○24番（上久保 修君）関連で、ちょっとこ

れだけお聞きしときます。 

 その際に、当然何年か乗りますと、こうい

う特殊車両の場合は１年車検になるんですけ
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どね。その際の車検を、こういう整備会社が

入札されて落とされたということで、橋本市

もたくさんありますよね。現在公用車として、

特に消防本部で扱っておられるそういう車両

を購入した場合に、車検扱いになるのか、ど

ういうふうになっているのか、参考のために

聞かせていただきたいんですけども。 

○議長（上田順康君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）車検につきまして

は、すべて市内の整備会社、工場のほうへお

願いしております。ただ、今、ご存じのはし

ご車なんかも特殊車両ございます。やはり特

殊車両になりますと、車本体の車検整備につ

きましては市内業者にお願いもしております。

ところが、やはり特殊部分につきましては、

何年かに１度はオーバーホールということも

必要になってくるわけでございまして、いざ、

有事のときに作動しなかった、故障が発生す

るということになっても大変なことになりま

すので、その部分については車検というのじ

ゃなしに、特殊部分、特殊機材についてはメ

ーカーへの整備、オーバーホールもやってお

るという状況でございます。 

○議長（上田順康君）24番 上久保君。 

○24番（上久保 修君）こういう細かいとこ

ろまで聞くつもりはなかったんですけども、

一般的に考えまして、自分たちの所有してい

る自動車なんかは、購入したところにほとん

ど車検は出すわけですよね。購入してほかの

会社にというのは、まず出しにくいですわね。

そこら辺の、市が購入していく場合に、こう

いう落札された業者は当然車検まで、あとの

メンテナンス関係全部こっちに来るんかなと

いう考え方を、普通は、一般的に考えたらそ

ういうふうになりますから、そこら辺のこと

を、もし私が聞かれた場合にどういうふうに

答えたらいいのかなというふうに思いますの

で、参考のために聞かせてほしかったんです

けど。 

○議長（上田順康君）消防本部次長。 

○消防本部次長（大西洋二君）通常、特殊車

両、今回購入するポンプ車等につきましては、

車検につきましては通常の車両と同じ車検の

状態になろうかと思います。それと、ポンプ

部分につきましては、これは議員が言われま

したように、いろんな形の中で専門業者が必

要になってこようかと思います。ただ、今の

時点では、ポンプ部分云々につきましては通

常の年１回ぐらいの点検を無料でお願いして

いるような形でもありますし、その部分で悪

くなれば、交換なり修理をするという形にな

ってございます。 

 以上です。 

○議長（上田順康君）答弁もれ。 

○24番（上久保 修君）同じ会社に車検まで

ずんずんずんずん行き渡っていくんかという

ことを聞いておるんで、その辺、ちょっと。

車検の場合やったら、ほかの業者に渡ってい

るんやったらそれでええんです。そういうふ

うに答えてくれたらいいんです。 

○議長（上田順康君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）今回の議案第18号

について、車両購入につきましては、ここに

書いております有限会社北浦自動車整備のほ

うから購入します。ただ、これが後年度、車

検等につきましては再度市内の業者で寄って

いただいて現場説明をし、入札もして、 低

業者の会社にお願いしておるという状況でご

ざいます。 

○議長（上田順康君）23番 富岡君。 

○23番（富岡清彦君）お尋ねします。市が市

本部で持っている一番大きなはしご車があり

ますよね。１億からしたと思うんですが、あ

のときの購入方法と、今回違っているように

認識をするわけです。市長さんも３代目であ

りますが、たしかメーカー直接の入札方式を
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とったというふうに僕は認識しているんです。 

 質問したいことは、当然リベートというも

のが発生をすると思うんですよ。有限会社等、

あるいは競争で入札をされたということなん

ですが、メーカーと直接契約をするほうが、

私もこんな道のプロでも何でもありませんの

で全く素人なんですが、メーカーとの直接の

入札を行うほうが安く購入できるのではない

かと思うんですが、14番議員の質問の関連で

お尋ねします。 

○議長（上田順康君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）これは、安くなる

か高くなるかということについては、私は一

概に高くなる、安くなるということは断言で

きないかと思います。やはり、これはあくま

でも競争の原則に基づきまして、指名入札、

競争入札の原理を導入しておりますので、一

概に高いか安いかということは。我々は、当

然、この今現在のやり方によりまして、安く

購入させていただいておりますということし

かお答えできないかと思います。 

○議長（上田順康君）23番 富岡君。 

○23番（富岡清彦君）それで、この大型のは

しご車を購入した15年前なのか、ちょっと記

憶があれなんですが、入札方法が変わってい

るんです。この点、お答えください。 

○議長（上田順康君）答弁を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）何年ぐらいの購入

だったか、ちょっと私、今記憶にございませ

ん。ただ、その当時と比べますと、やはり経

済情勢、社会情勢等、また競争の原理、特殊

車両の代理店を通さなければならなかったの

か、代理店を通さなくても購入ができたのか

等々、今のところ、ちょっと私は把握してお

りませんが、現在は橋本市はこういう方式で

やっておるということで、ご答弁になるかど

うかわかりませんけれども、ご理解願いたい

と思います。 

○議長（上田順康君）19番 上垣内君。 

○19番（上垣内裕一君）議会の議決後、正式

契約をして、正式契約後納入されると思うん

ですが、納入日はいつになるのか。大概、納

入日があるはずなんですが。 

○議長（上田順康君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）今の予定では、特

殊車両でございますので、特殊機材の装備等

ございますが、平成19年２月23日を納入期限

として契約させていただく予定でございます。 

○議長（上田順康君）32番 井上君。 

○32番（井上勝彦君）部長、先ほどからいろ

いろと話出ていますけど、はっきり言うとか

んと。私は高野口で何台と毎年買うとったさ

かいねけど、メーカーは関西で１社ですわな。

競争できへんのよ。独占企業やから。関東で

１社と。恐らく、２社もあったら教えてほし

いけど、ないと思いますわ。これははっきり

しています。地元業者を通すと、直接言うた

ら高うなるんですわ、ホースでも何でも。地

元業者できちんと競争して、入札した価格と

いうのか、そういうことで地元業者が業者同

士で交渉したら安くなるけども、直接町とか

市とかで行くと、１社しかないさかいにごっ

つい見積もりになってくる。お助けマンで地

元の業者が競争して買うほうが、恐らく大手

というのは、トヨタとか日産とかはつくって

ない。森田ポンプというて、関西では１社し

かないんですわ。競争できないでしょう。さ

すこともできない。ですから、そのことをは

っきり言うて、だから、地元の業者に買うて

もろうたほうが安く買うてもらえるんやとい

うことを言うたら、はっきりわかるわけでね。

そういうことや。 

 それと、それは１つ。僕らは経験でわかっ

とると思うねけど、その答弁をしなあかん。 

 それと、いっぱい指名業者書いてあります
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けど、どっさり出てますけど、今回は何社ぐ

らいで競争入札させたのか、それだけちょっ

と。 

○議長（上田順康君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）合計21社で指名競

争入札させていただいてございます。 

○議長（上田順康君）27番 清水美澄君。 

○27番（清水美澄君）消防車の購入は結構で

ございます。しかし、これは買い替えですか。

それとも新規購入ですか。そしてまた、新規

購入とすれば、特殊自動車、消防車は普通の

消防車と違ってどんなけの違いがあるか、そ

こらを答弁願います。 

○議長（上田順康君）消防本部次長。 

○消防本部次長（大西洋二君）前回の車両が

更新ということで、今現在19年経過車両を乗

っております。それの更新ということでござ

います。 

 この特殊車につきましては、補助金の関係

も含めまして災害用ということで、全国的な

流れの中で緊急援助隊という形で当消防本部

も１台登録しております。その緊急援助隊の

費用、車両を購入するについては補助金が通

るということの流れがございますし、どこか

で大きな災害があれば、この消防車が出動す

るということになってきますので、ホースと

か特殊な備品がちょっと入っております。 

 以上です。 

○議長（上田順康君）12番 平林君。 

○12番（平林崇行君）こういうふうな入札が

ありましたら、私はいつも言うとるんですけ

ども、入札業者でぎょうさん知らん業者名が

ありますので、私は地元育成のためにも地元

でできるという業者があるんであればやらす

べきやと。市民憲章もやっとできまして、そ

のところにも「勤労をよろこび、技術をみが

き、豊かな産業のまちをつくる」ということ

で、市はやろうとしているんですから、こう

いう業者の育成というのも一つは大事やと思

いますけども、この業者で指名業者の場合、

全部橋本市内業者ですか。それだけ、ちょっ

と確認。 

○議長（上田順康君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）そのとおり、すべ

て橋本市内業者でございます。 

○議長（上田順康君）31番 金山君。 

○31番（金山高弘君）未来へ続く質問ですけ

どね。部長、消防自動車を今やっているけど、

今オリックスに頼んだら、ジャンボジェット

機でもリースできる時代やからね。リースと

いうことも考えてください、これから。リー

スのほうが総合的に絶対安くつくと思います。 

○議長（上田順康君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）確かに、議員ご指

摘のとおり、今現在、まず一般、通常の我々

が各課で使っています公用車、ほとんどが軽

四に切り替えまして、リースということで導

入させていただいております。特殊車両につ

きましてリースが可能かどうかということは、

今後の私どもの研究材料にさせていただきた

いと考えております。 

○議長（上田順康君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（上田順康君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第18号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（上田順康君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（上田順康君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第18号 物品購入契約の締結

について を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（上田順康君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第19号について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ２番 田中君。 

○２番（田中滋晃君）恐れ入ります。平成16

年12月ということなんで、私どもも事故の概

要等については全くわかっておりません。と

いうことで、この事故についての概要説明を

よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（上田順康君）病院事務局長。 

○病院事務局長（尾崎慶和君）事故日が平成16

年12月３日でございまして、かつらぎ町三

谷1662番地の６でございます。 

 訪問看護車が患者宅へ向かう途中、中央よ

り右側にはみ出し、衝突をした模様でござい

ます。訪問看護の車のブレーキ痕がなかった

というようなことでございます。 

 事故割合でございますけれども、先ほど市

長からお話がございましたように８対２とい

うことで、訪問看護ステーションの職員が８

割の過失となっております。 

 その後、けがの状況でございますけれども、

相手方の疾病ですけれども、右膝関節骨折、

頚部捻挫、右下肢手術というようなことにな

っております。当事者も胸骨骨折というよう

な状況でございました。それで、その後、市

内にございますスミヤ整形にかかっておるわ

けなんですけれども、その後後遺症障害認定

等第12級の７号というようなことで後遺症認

定されております。主なものはそういうこと

でございまして、相手方は山本雅史氏、和歌

山市太田577番地の方で、和歌山市内のノギワ

商店というところに勤務されておりました。

早朝、そのノギワ商店へ出勤途中に、訪問看

護ステーションの車と事故に遭ったというよ

うな経緯でございます。 

 以上でございます。 

○議長（上田順康君）９番 岡三郎君。 

○９番（岡 三郎君）同じことを聞こうと思

とったんですけどね。あまり金額が大きいん

でね。 

 私、24年間近く議員をさせてもろて、保険

でやることやけど、いつも異議なしで通って

るのよ。24年間、ほとんど通ってる。議員の

経験がある者は、ほとんどそうやと思うねけ

どね。これは内容を一個もつけてきてない。

どういう具合になって、どういう事故をした

とかね。そういう、今、局長から説明があっ

たように、けがの内容とか事故の内容とか、

一つも。ただ、もうこれはすんなり保険やか

らという意味で、保険でやるからいうて、そ

れでは済まん場合があるねけどな、これ。後

遺症が残るというのは、こんな問題も出てき

てるし。だから、これを出す限りは説明書き

をちゃんとつけて出すべきやと思う。私、そ

れを聞きたかってん。内容と。 

 そやから、今後、そういった説明書きとか

詳しく書いて出すべきやと思う。先ほどの説

明では、ノーブレーキで右側にはみ出しとは、

寝とったということですわな。それしかない

やんか。過失80％ありやん。だから、そうい

った説明書きをぺっと書いてたら、議論もせ

んと通るんよ。24年間何にもなしや。 

 溝で道が掘れとって、建設課になると思う

んやけど、私も建設課によく電話するねけど、

溝がこんなに穴があいてね。そこでよく事故

したら、またこれ出てきてるわけやな。だか
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ら、そういった点で、やっぱり道路のパトロ

ールとかをよくしたり、これから、今後この

内容をどういうことで事故があったとか、相

手方の名前書いてあるけど、こんなのは構へ

んねけど、どういう具合になって事故になっ

たというのを詳しく、これから出すべきやと

思うわ。これはもう建設課もあるはずや。絶

対あるよ。これは介護やから病院のなにが説

明してる。いろいろあるんやで。教育もある

はずやで。そうでしょう。だから、ちゃんと

今後出すか出さんか、市長から命令して、助

役でもよろしいわ、出さすようにいっぺん答

弁しなさいよ。 

○議長（上田順康君）要望ですか。 

○９番（岡 三郎君）要望ちゃうわ。 

○議長（上田順康君）助役。 

○助役（清原雅代君）ただ今ここでおっしゃ

られました経過を出す、出さんについて、私

のほうで明確な答弁させていただけませんが、

出せるものであれば出していきたいというふ

うに思いますので、１回、ちょっと検討とい

うか、そういうふうな方向で、出せるもので

あれば何も出さない理由はありませんので、

一度持ち帰って検討させていただきたいと思

います。 

○議長（上田順康君）29番 中西健君。 

○29番（中西 健君）私は岡議員よりは年数

が少ないんですが、確かに岡議員が言われる

ように、議会があるたびにというほど、こう

いう職員の事故が多い。僕は、これけがでよ

かったかもわからんけど、相手がもし亡くな

ったら大変なことになるんで、そういうこと

の職員の緊張感が足らんと思う。たびたび、

こういうのが議会に提出されて、保険で入っ

てるからって、それが済まされるかというこ

と。そういうことですから、もし人身事故を

起こした場合、やっぱり厳しく職員の罰則、

飲酒運転もこないだから話が出てましたけど、

命にかかわることに関しては、やっぱりそう

いう規則をきちっとしていかなよ。ただ、保

険入っとるさかいに、死んでも保険から出る

とか、そういうことではやっぱり事故がなく

ならんと思うんで。そういう面もひとつ、こ

のことについて当局の見解をちょっと聞きた

い。○議長（上田順康君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）ただ今の中西議員のご

質問にお答えをしたいと思います。 

 非常に車社会という中でございまして、私

も一昨日か、吉田部長と秘書課長に指示をし

たところでございます。秋の目前の交通安全

ということもございますし、職員の今の議案

のこともございますし、そして橋本市内でち

ょこちょこと職員が事故発生しておるという

ことは誠に遺憾であるわけで、このことにつ

きまして、ひとつ周知徹底をして、飲酒運転

とかはあくまで別であります。それを、やは

り緩みということもあるでしょうし、逆に言

いますと仕事が非常に重なってきて、介護関

係は見ておったら、そりゃもう絶え間ないほ

ど動いとる、急いどる。向こうから電話かか

ってきて、携帯にかかってきて待っとんのや

とかということもよく耳にするわけでありま

すが、それはそれとしまして、計画性を持っ

て、そして車に乗る場合には細心の注意を払

って、相手もあることですから、ひとつ十分

今後督励をしてまいりたいと思っております。 

 なお、飲酒等々については、今、ここ数日

でできるだけ早い機会に処分の原案を仕上げ

たい。そういう考え方でおりますので、ひと

つ今後ともよろしくお願いをしたいと思いま

す。 

○議長（上田順康君）11番 辻本君。 

○11番（辻本 勉君）今、中西議員が言われ

たとおりだと思いますので、そのことについ

ては今後十分にやっていただきたいと思うん
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ですが、この本件につきましては、先ほど内

容を聞きましたら過失は８割ということは、

ほとんど100％の過失だと思うんです。便宜上、

相手方は前方不注意というような形で、幾ら

前を見とっても事故をされたときには前方不

注意という形の中で、１割、２割程度の過失

ということになるんですが、もう８割とかで

片方がいてますと、ほぼ100％に近いという状

況であります。こういうことが発生して、今

後の対応というのを市長が述べられたんです

けれども、これだけの事故を起こした方につ

いての処分というのが本当になされとるのか

どうか。その辺も、今後のやはり職員の意識

改革といいますか、車に乗られる方の注意を

十分にしていくという意識の問題もあります

ので、不可抗力であれば問題はないと思うん

ですが、これだけの事故がやはり過失によっ

て発生したということであれば、何らかの処

分をされたのかどうか、その点についてもお

伺いしたいんですけど。 

○議長（上田順康君）助役。 

○助役（清原雅代君）現在、この事故につき

ましては、特に処分はいたしておりません。 

 今後のことにつきましては、処分というこ

とになれば、この方の事故を起こした背景、

例えば職場内できつい労働があったのかとか、

何か個人的な事情なのかとか、いろんなこと

の背景をきちんと分析していかないと、責任

度合いというのが出てこないのかなというふ

うに考えております。何らかの処分について

は今後の検討課題で、一度検討させて、でき

るかどうかもあわせまして検討させていただ

きたいと思います。 

○議長（上田順康君）11番 辻本君。 

○11番（辻本 勉君）いろんな事情があろう

かと思うんですけども、まずは、やはり過失

がこれだけあるということで本人責任という

ことなんで、厳重注意は確実にしていくと。

いろんな事情を考慮するのは、またその後で

もいいんですけども、やはり厳重注意を促し

ていくということは、これは当然行政として、

上としてすべきでありますので、その辺もさ

れたかどうかだけお伺いしたいんですが。 

○議長（上田順康君）病院事務局長。 

○病院事務局長（尾崎慶和君）過去の状態を

調べましたら、平成16年12月14日に当時の橋

本市民病院事務局長から事故を起こした職員

に対して、安全運転の訓示を受けておるよう

で、そういう記録が残っております。正式な

処分であったかどうか否かは別問題といたし

まして、当時の病院事務局長から事故を起こ

した職員に対して厳しく訓示をしてある記録

が残っております。 

 以上でございます。 

○議長（上田順康君）32番 井上君。 

○32番（井上勝彦君）先ほど助役からも申し

ておりましたけど、やはり看護というのは相

当重労働で、これからもそういうところには

かなりの労力がかかるわけで、事故もさるこ

とながら、これは起こした人間が悪いんやけ

ども、やはり労働条件、こういうものもきち

んと、看護婦とかあるいは福祉に携わってい

る方の労働というんですか、普通事務関係じ

ゃなくて、私もそのことには携わるというか、

見ておりますけど、大変なお仕事なんですわ。

介護タクシー、その他もこれからどんどんと

増えてきて、橋本市もだんだんしてくるけど

も、労働条件そのものをきちんとそういうと

ころに携わっている各分野については、時間

に余裕を持った、きつい労働をしないように、

これが改善されやんとね。市民病院も昔はか

なりきつい労働で、夜も昼も寝られやんだと

いうこともよく聞きました。そういうことな

んで、やはり労働条件の改善というものが事

故を防ぐ一つのことにもなってきますので。

今、助役が言うたように十分検討して、やっ
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ぱりあらゆる形で検討した上でやっていくと。

２度と起こさないと。できるだけ安全で、お

仕事できるようにしていただきたいというこ

とでございます。 

 それと、この714万何ぼの内訳なんですけど

も、これは保険でどれだけ出て、どっからど

ないなっとんのか。七百何ぼが全部労災とい

うのか、保険で全部賄われて、これから後遺

症その他についても今後示談がきちっとでき

るのかどうかということを、ちょっと。今後、

また悪くなってくるようなことがないのか、

そういうところを、ちょっとお聞きしときた

いと思います。 

○議長（上田順康君）病院事務局長。 

○病院事務局長（尾崎慶和君） 終的には、

加入しております市有物件共済組合がすべて

持つということになります。現在までに治療

費317万円、休業損害141万円、後遺症障害561

万円等々、すべて換算しまして834万3,000円

の内訳の中で８対２というようなことになり

ます。714万3,090円につきましては、すべて

市有物件共済組合から保険としてその後納入

されるというような運びになります。 

 以上でございます。 

○議長（上田順康君）24番 上久保君。 

○24番（上久保 修君）関連で１つだけ、お

聞きしときます。先ほど助役が言われた分析

ということについて、過去に岡議員も指摘さ

れましたし、中西健議員も指摘されましたよ

うに、私も経験が７年以上になりまして、ほ

とんどの定例議会の、ないというときはない

んですけれども、今各課、また部別でそうい

った損害賠償の議案として出てきておるわけ

ですけども、これを僕は一般質問でもさせて

もらいましたように、課は課、部は部でやっ

ているんですけれども、一括とした指導体制、

要するに労務管理の状況ですわ。世間で一般

に言いますとヒヤリ・ハットという法則があ

るんです。ヒヤッとした、また、ハッとした。

そういうような状況が何回も重なると、大き

な事故につながるって。もう取り返しのつか

ないような。そこは、中西議員が指摘された

ところやと思います。 

 私は、当然これは、こういう事故を起こし

たときに、もちろんやろうとしてやっている

わけじゃないんですけれども、いろんな条件

があって、そういうような状況になったわけ

ですから、それは１つの分析として、やっぱ

り労務管理上押さえておくべき違うかなと思

います。だから、いろんな状況で、例えば助

役なり担当の部長さんが指導をされるときに、

過去にこういうことがあったから注意してく

れよと朝の朝礼の１つでも付け加えていただ

いたら、そこでヒヤリとかハッとした状況が

回避されると思います。毎回こういうことが

出てくると、そのときはそのときでまた分析

してやるわけでしょう。これ過去の、この１

年以上前の話なんでしょう。16年の12月３日

ということで。本当に、私らも単に議案とし

て、こんなけの文章だけで岡議員が指摘され

ましたように、そういうような状況で保険扱

いだけじゃなしに、やっぱり過失割合という

点についても、これは８割というたら大変な

状況だと思います、私も。ですから、市当局

としては、今後、やっぱり絶対起こらへんと

いうあれはないと思います。そこら辺の対応

を、私は危機管理という部分について一般質

問をさせてもらいました。だから、あくまで

もそういう中心的なところは災害を中心にや

るわけですけれども、部門によったら、そう

いうこともやっぱり考えていっていただきた

いなというふうに思います。その点はいかが

ですか。 

○議長（上田順康君）助役。 

○助役（清原雅代君）上久保議員のおっしゃ

るとおりだと思います。早速、今回事故が確
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かに多く 近発生しているというか、続けて

そういうのがあるというご指摘もございます

ので、各職場におきまして十分注意するよう、

所属長のほうから注意というか、現状も含め

て職員のほうに周知させるようにいたしたい

と思います。 

○議長（上田順康君）24番 上久保君。 

○24番（上久保 修君）ありがとうございま

す。よろしくお願いします。 

 私も、当時大阪で勤めてましたときに、管

理職を言われまして、会社の命令で労務管理

のそういう研修を受けたことがあります。や

はり、当局の方も、そのときには行政のほう

からも来られてました。労務管理というのは

大変厳しい状況で、ものを言うていかないか

んという中心者が決められて、研修を受けて

おられましたわ。そこら辺、当局としては、

そういう労務管理の研修も受けたことがある

のかどうかですね。受ける必要がないんだっ

たらないで結構ですけども、やはり、そこら

辺の部分についても意識として考えていただ

きたいなと思うんですけど、いかがですか。 

○議長（上田順康君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）公用車の管理なん

かにつきましても、管理責任者の講習という

のがございます。そういうことで、それも含

めまして労働基準監督署の講習会、それから、

県の主催しているものもございます。そうい

うことで、そういう研修は受けているわけで

ございますけども、それを今後の課題として

はどこまで徹底さすかということが大事かと

思います。事故につきましては、職員課員も

含めまして、組織の内容も検討する部分もあ

ろうかと思いますので、これにつきましては

この教訓を生かして、今後いろいろ検討して

いきたいと考えてございます。 

○議長（上田順康君）３番、上田良治君。 

○３番（上田良治君）私も関連いたしまして、

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

 今回のこの議案19号で上がってきた事項に

関しましては、この看護ステーションの職員

の方がお酒を飲んでなくてよかったな、無免

許違うてよかったな、こう思います。私も今

回の一般質問で職員の飲酒、また無免許につ

いてお尋ねさせていただきました。このＪＡ

も昨日役員会を持って、昨日付で職員の飲酒

に対しては免職、一緒に飲みに行った方も同

じように、停職。同じように、とめれへんと

一緒に飲んどった人も、昨日付でもう決まり

ましたんですよ。 

 それと、やっぱり職員の意識改革といいま

すか、仕事はようできても車乗ったら荒い人

というのは絶対いてるんですよ。ちゃーっと

飛ばしたりね。仕事はようできても、車に乗

ったら暴走するとか、そういう方がいてるん

で、やはり免許証も月に１回でも構へん、や

っぱりきちっと上司の方が確認すると。やっ

ぱり点数まで踏み込んで、この人はどうかわ

かりませんけども、そういったことまで踏み

込んでやっていかんとあかんと思う。そうい

ったことも考慮して、事故の抑制につなげて

いってほしい、こない思います。 

 やられているんですか、免許の確認。 

〔「してない」と呼ぶ者あり〕 

○３番（上田良治君）してないな。そんなこ

ともお願いします。 

○議長（上田順康君）33番 森安君。 

○33番（森安欣吾君）この19号のあれなんで

すが、何ぞあったら職員の方にということで、

職員の方の起こした事故なんですが、もうな

んべんも同じ言葉が出とるのでしょうけど、

今まで事故が起きた中で、処分ができた範囲

内で保険で全部始末ついているんですが、私

はこの起こした人の労務管理はどうなっとっ

たんかと尋ねられて、本人からはあれしませ

んけど、ほかの職場でもそうでしょうけど、

－224－ 



おそれがたくさんあると思います。だれとは

いいにくいんですけど、この橋本市内の職場

の中でも非常によくできる人は、携帯電話を

頭に常時置いて寝ている職員もあるそうです。

緊急を要するような部署におられる人。朝出

て、実際８時間労働と違って、いろんな職場

がありますけれども、実務時間を何時間して

るんだと。よくできると言うたら言葉は悪い

ですけども、頼りになる人ほど労働時間が長

うございます。だから、ここから、こういう

人は職場を訴えてませんけど、労働基準監督

署に届けられたら、本来は労働基準監督署か

ら処罰を受けるような労働を強いているよう

な職場がたくさんあると思います。ですから、

その人たちは訴えていませんよ、行政当局を。

ですから、そういう管理を本当にやってんの

かどうかと。責任感のあるよくできる人ほど

大変な職場に回されとるんじゃないですか。

だから、皆、本気で頑張る人の上に乗っかっ

ちゃって５時にさっと帰ってできる人と、ず

っと居残りして、休みの日も土日も出てやっ

とる人に皆乗っかっているような、そんな職

場はやっぱり改善すべきやと思いますよ。そ

れは、職員の人が一番よく知っているはずで

すわ。だから、この19号の本人の事故を起こ

したことはだれも起こそうと思って起こした

人は１人もいないと思います。私も、かつて

交通事故を起こしたことがあります。起こし

たくて起こしとるんじゃないんです。だれも

交通事故なんて予想しないんです。普通の通

常の交通事故は、飲酒運転以外。はたから見

ても。だけど、その労務管理がどうなってい

るのかと尋ねられたときに、当局としては一

番これが責任問題なんです。この本人、何も

言うてませんよ。本人が当局を訴えましたか。

本当は、一番肝心なのはそこなんです。こん

な重大な事故を起こすなんて、だれも起こそ

うと思って起こした人、１人もないと思いま

す。その以前に、使用者として襟をまず正す

べきではないかと思いますので、その点を改

めて質問をいたします。 

○議長（上田順康君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）そのとおり、懲戒

処分につきましては、軽いことでも自分が認

識して飲酒にしてもするわけでございます。

それにつきましては、かなりきつい処分をす

るのは当然かというふうに考えてございます。

何であろうとね。それですけども、業務上で

自分の意思でやっているわけじゃなしに、組

織の中での偶然起こったということにつきま

しては、状況もすべて踏まえた中での処分も

含めて、そういうことで考えていかんならん

と。多くは組織を改善すべきところが多いと

思います。そういうことで、このようなケー

スにつきましては慎重に、その背景も含めて

きっちり調査して、そういうことにないよう

に改善していくのが必要であろうかというふ

うに考えます。ということで、具体的にこん

なことします、あんなことしますということ

は言えませんけれども、これはぜひとも、助

役が言いましたように改善の方向で考えてい

きたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（上田順康君）５番 岩田君。 

○５番（岩田弘彦君）皆さんのおっしゃてい

ることは、一々ごもっともやと思うんですけ

ども、僕はちょっと違った観点で、たまたま

事故を起こした方が、訪問看護ステーション

の職員ということでお聞きしますけども、た

しか24時間体制をとっておられる思うんです

よ。看護師自体は病院の看護師とこちらとど

うなっているのか、勤務がどうやったのかと

か。 

 もう１点、こないだも一般質問でさせても

らいましたけども、これから在宅のほうを支

援するというふうに医療制度が変わってきて
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いると思うんですよ。開業医の先生は有償診

療所はもう診療所になりなさいと。それで、

在宅支援をしなさいということで、応診を24

時間体制をとるようにもっていくような医療

制度になっていると思います。事務長はわか

っていると思いますけど。それと同時に、訪

問介護ステーションとともに24時間フォロー

できる体制にしなさいと。ということは、こ

れから在宅で24時間体制を必要とする患者が

増えていくということになりますよね。その

中で、24時間体制をとっていくときに、過剰

な状態であるのであれば、たまたまこの状態

はそれかどうかわかりませんよ。僕が心配す

るのは、実際に訪問看護に行ってらっしゃる

看護師が、先ほど言われてましたけど、僕も

あると思うんですよ。よくできる人は責任感

が強いから無理してでも仕事するというとこ

ろがあると思うんです。割り切りの早い人は、

もう時間やからと言って無理聞かないと、そ

んなことも出てくると思うんでね。その辺に

ついて、その状況のほうも事故が起こらない

ようにきちんとした働く状況にしてあげない

と、結構重労働なところやと思いますのでね。

その辺、これは16年の12月に起こっています

ので、それ以降、訪問看護ステーション、結

構遠くにも行っていると思うんですよ。その

辺について、考慮されたのか、努力されたの

か、今後その辺についても十分注意してほし

いんですけども、それについて、ちょっとお

答えいただけたら。 

○議長（上田順康君）病院事業管理者。 

○病院事業管理者（石井敏明君）おただしの

ことについてでございますが、訪問看護ステ

ーションは、当院の場合は24時間体制で取り

組んでおります。私は常々、したがってオー

バーワークにならずとも対応できるようにと

いうことで、彼女たちのうち、業務用の携帯

電話を今のところ２台確保しておりまして、

いわゆる当直体制の人がその携帯を持って出

る。在宅で亡くなる方の呼び出しに応じて夜

中でも行って、亡くなったら湯かんもしてと

いうことで、 後のみとりまで付き合ってか

ら帰ってくるというようなことがございます。

現在、110名ほど受け持っておりまして、８名

のパート職員も含めまして対応しておるとこ

ろでございますけれども、公的機関の訪問看

護ステーション、訪問看護ステーションとい

うのは民間でもたくさんやっておられますの

ですが、勢い効率の悪い、行きにくいところ

がうちへ回ってくるという嫌いがあります。

ところが、うちの看護師たちは、それが公的

機関の宿命ということで、積極的にそういう

ところも対応しているという状況にございま

して、議員方ご存じのように、若干の利益を

計上するぐらいの働きをしておる。利潤が上

がる中、利潤を上げることは要らないから、

その分看護師を雇いなさいということを常に

言っております。ところが、なかなか訪問看

護に携わるという看護師もおらないというの

が実情でございまして、そういう使命感に燃

えた方というのが訪問看護師というのが実情

でありまして、なかなかなり手がないという

のが現状でございます。基本的には、オーバ

ーワークにならないように人員を確保しなさ

いということを常に言っておるところでござ

いまして、今後もそういうことで、交通運転

には十分留意するよう指示してまいりたいと、

このように思っております。 

○議長（上田順康君）15番 杉本君。 

○15番（杉本雅英君）たいがいにしてと言わ

れそうですけど、一言、大事なことですので。 

 先ほどから、いろいろと経過を聞かせてい

ただいておりますのに、皆さん居眠ったん違

うかとかいろいろ言われますけども、原因が

まだはっきりと説明されてないように思うん

ですよ。例えば、居眠りをされておれば、極
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めて極限に達した過労状態であったとか、そ

ういうことも想像できるわけです。そうか、

運行に対していい加減な運転をしておって、

例えば反対車線に突っ込んだとか、そういう

原因がはっきりわかってないんですよね。そ

れをやっぱり訓示されたと言いましたけど、

訓示されるときに、そういうことも織り交ぜ

て職員に指導されとるのか、そこも疑問な点

があるんですけども、それと、この訪問看護

は２人体制ですか。１人ですやろ。というこ

とは、やはり何か起こったときに、現金輸送

するときでも１人で輸送するということはな

いですよね。いろんな大事なことですので、

緊急の場合は１人が対応に当たるとか、そう

いうことも人員的な限度があると思いますけ

ども、やっぱりこういう大事な患者さんを運

ぶと、あるいは訪問看護をするというときに

は大事なことやと思うんですね。１人が何か

急な立場に追い込まれたときには、１人がそ

の対処に当たるとかという、そういう体制も

やはり大事な点だと思いますので、その辺も

ひとつ、これから管理される方、やはり考え

ていただくべきかなと私はこない思いますの

で、その辺もひとつ、もし所感があればお答

え願いたいと思います。 

○議長（上田順康君）病院事務局長。 

○病院事務局長（尾崎慶和君）まず、その前

に、市の訪問看護ステーションが病院の下に

ございまして、そこの所長がおるわけなんで

すけれども、女性の方です。こういう事案が

起こりますと、病院側で管理者、私等が積極

的にかかわってあげていくというような形に

しております。まずはそのことをご理解お願

いしたいと思います。 

 議員がおっしゃるとおり２人体制でという

ことで、その後所長のほうでも極力２人で出

向くようなというようなことで、そのために

は人員増も必要だということで、先般来も職

員の採用を１名行ったところでございます。

先ほど来、管理者から話がございましたよう

に、募集はかけておるんですけれども、なか

なか訪問看護をやってみようという看護師が

非常に少なくて、特に本市の訪問看護の場合

は非常勤ということもございまして、なかな

か募集をかけても寄らないというようなこと

も聞いております。そういうことと、それか

ら、やはり民間が訪問看護ステーションに非

常に力を入れておりまして、ここでは非常に

考えられないような高額な時給を出して、看

護師の獲得に当たっているというようなこと

もございまして、なかなか採用が厳しいんで

すけれども、引き続き労務管理上の改善も含

めまして人員増を図ってまいりたいと思って

おりますので、ご理解のほどをよろしくお願

いいたします。 

○議長（上田順康君）15番 杉本君。 

○15番（杉本雅英君）その原因ですね。それ

は、まだわかっていませんか。はっきりとは。 

○議長（上田順康君）病院事務局長。 

○病院事務局長（尾崎慶和君）失礼しました。

先ほど申し上げましたように、訪問看護の車

が真ん中より右側にはみ出し衝突をされたみ

たいで、訪問看護車のブレーキ痕はなかった

と。警察の検証では、落ち度は訪問看護車に

あると。居眠り運転は考えられないというこ

とで記録されておる形になっております。で

すから、中央線のないような狭いところだっ

たように思うんですけれども、中央線をはみ

出してぶつかったような形だと思います。 

○議長（上田順康君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（上田順康君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第19号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 
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 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（上田順康君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（上田順康君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第19号 損害賠償の額を定め

ることについて を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（上田順康君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

 次に、議案第20号について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（上田順康君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただ今議題となってお

ります議案第20号については、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（上田順康君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（上田順康君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第20号 伊都郡町村及び橋本

市老人福祉施設事務組合規約の変更に関する

協議について を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（上田順康君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

○議長（上田順康君）以上で、本日の日程は

終わりました。 

 お諮りいたします。明９月15日から９月28

日までの14日間は委員会審査等のため休会と

し、９月29日午前９時30分から会議を開くこ

とにいたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（上田順康君）ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決しました。 

                     

○議長（上田順康君）この際、各委員会の開

催日程等について日程表を配付いたさせます。 

（職員・日程表配付） 

○議長（上田順康君）配付もれありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（上田順康君）配付もれなしと認めま

す。 

 各委員会の開催日程等については、ただ今

配付いたしました一覧表のとおりであります

ので、ご出席願います。 

 本日は、これにて散会いたします。ご苦労

さんでした。 

（午後２時13分 散会） 
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